
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

島根県保育士・保育所
支援センターHP 

～保育士の働きやすい職場づくりの取り組み～ HP へ掲載中  
幼保連携型認定こども園あさひ子ども園（浜田市）

本園の一番大切にしていることは、子どもの命を守ることだと考えています。そのうえで、法人の理念「誠」

の心で「和」の教育・保育を行っています。ICT 化とは、「保育や子どもたちに向き合うことに 時間を費やす

ため」に、ICT 化をすることによって、人にしかできない仕事に時間を多く費やしていくことだと考えます。 

 

島根県における保育士の確保・定着を推進するためのセンターです。保育士資格をお持ち（取得見込み）

の方の就職支援や保育士の働きやすい職場づくりに取り組んでいます。 

島根県福祉人材センター※と連携し、福祉分野への就業をサポートします！ 
※島根県福祉人材センターは都道府県知事の指定を受けて都道府県社会福祉協議会に設置されています。 

また、厚生労働大臣の許可を得て無料職業紹介事業を行っています。 

医療機器を用いた午睡チェック 記録 

園児の登降園の管理 保護者への連絡 

あさひ子ども園では、ICT を活用し保育教諭の業務効率

化や負担軽減に取り組んでいます。 

福祉職場相談会×しまねの保育職場合同相談会 

福祉・保育職場で就職をご希望の方や関心のある方、どなたでもご参加いただけます‼ 

保育士や介護職、看護職など幅広い分野の事業所と、直接ご相談が可能です！ 

場所：出雲市民会館３０１会議室 

日時：２月２０日（火）１３：３０～１５：３０ 
 

福祉のお仕事相談会 

島根県福祉人材センターの就職支援コーディネーターが、福祉のお仕事に関する相談に応じます。 

福祉の仕事にご興味のある方は、どなたでもお気軽にお越しください！ 

場所：ハローワーク雲南  日時：２月２７日（火）１０：００～１２：００ 

場所：ハローワーク益田  日時：３月１８日（月）１３：３０～１５：３０ 

場所：ハローワーク大田  日時：３月２７日（水）１３：３０～１５：３０ 
 

しまねの保育職場合同相談会 

島根の保育職場へ就職をご希望の方、保育を学ぶ学生 (学年不問) を対象に開催します。 

事業所の職員から直接お話を聞くことが可能です！ 

場所：いきいきプラザ島根４０３研修室 

日時：２月２３日（金・祝）１０：００～１２：００ 

島根県保育士・保育所支援センターは、 
保育の職場に就きたい方を応援するセンターです 
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エルダー制度は、エルダー職員（先輩職員）が「身近で気軽な相談役」

として新人職員をサポートし、新人職員の職場定着を図るものです。成

果報告会では令和５年度に参加した１７事業所の所長、エルダー職員が

１年間の課題や成果の共有、振り返りを行いました。 

エルダーを受けた新人職員からは「就職したての頃は、なにもかも分から

ない状況だったけど、エルダーさんが一番に寄りそって丁寧に教えてく

れたので心強かった」「月に１回、リラックスしながらお話しできる場が

あったため楽しく過ごせた」などの感想をいただきました。 

保育の職場のエルダー制度普及支援事業 成果報告会を実施しました！ 
島根県では、新人保育士の離職防止のため、「エルダー制度」の普及に取り組んでいます。 

成果報告会の様子 

詳しくは二次元コードから‼ 



 

 
 
 
 
 

＜出雲市以東にお住まいの方＞  

〒690-0011 松江市東津田町１７４１－３ いきいきプラザ島根 2 階 

TEL：0852-32-5957 MAIL：jinzai@fukushi-shimane.or.jp 

 

＜大田市以西にお住まいの方＞  

〒697-0016 浜田市野原町１８２６－１ いわみーる 2 階 

TEL：0855-24-9340 MAIL：jinzai-iwami@fukushi-shimane.or.jp 

SNS のご案内 

保育事業所紹介やイベント情報を発信しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「福祉のお仕事」では上記以外の施設についても求人を取り扱っています。 

福祉職場でお仕事をお探しの方は、「福祉のお仕事」に保育士資格の届出・求職登録すると 

・ ：コーディネーターが希望に沿った求人をご案内。紹介状の発行。 

・ ：保育の知識や技術の習得のためのセミナーや相談会などイベントのご案内。 

・ ：ご希望の日程に合わせて見学・体験の調整。 

などがスムーズにご利用いただけます。 

登録方法 

〇保育士資格をお持ちの方は【届出をする】 

① マイページの新規登録またはログイン 

② 登録案内メールの本文 URL をクリック 

③ 必須事項を入力し登録 

 

〇福祉職場で就職をご希望の方は【仕事を探す】 

① マイページの新規登録またはログイン 

② 登録案内メールの本文 URL をクリック 

③ マイページログイン 

④ 必須事項を入力し登録 

 

保育を必要とする０歳から小学校入学までの

子どもが集団で過ごす場です。 

「認可」「認証」「認可外」の三種類があります。 

 

幼稚園と保育所の機能を備え、両者の役割を果たすこ

とが可能な施設です。 

「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」

の四種類があります。 

 

地域の児童を対象に当該児童が発熱等の急な病気とな

った場合、病院・保育所等に付設された専用スペース

において看護師等が保育する事業、及び保育中に体調

不良となった児童を保育所の医務室等において看護師

等が緊急的な対応等を行います。 

 

就学後の障がい児を対象に、授業終了後や学校の休

業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会

との交流の促進、その他必要な訓練を行います。 

 

保護者のいない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活

環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、

乳児を含む。）虐待されている児童その他環境上養護を要

する児童に、安定した生活環境を整えるとともに、生活指

導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、

児童の心身の健やかな成長とその自立を支援します。 

 

保護者が就労などの理由により昼間家庭にいない場

合に、主に小学校低学年の子どもを放課後や夏休み

にあずかり、遊びなどの活動を行います。 

 

障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な

発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるよ

うにするため、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、

心理的、教育的及び医療的な援助です。 

ニーズに応じて、「発達支援 （本人支援及び移行支援）」

「家族支援」「地域支援」を総合的に提供します。 

児童養護施設 

認定こども園 

児童発達支援 

学童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

放課後等デイサービス 

病児・病後児保育 

保育園、保育所 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ご登録はこちらから

出典：厚生労働省『社会的養護の施設等について』10-11 

   厚生労働省『病児・病後児保育について』10 

   厚生労働省『児童発達支援ガイドライン』 

   社会福祉法人東京都社会福祉協議会『福祉の仕事と就職活動ガイドふくしのしごとがわかる本 2024 年版』24-26 
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